
議案第６５号 

 

   木津川市加茂文化センターの指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、下記

のとおり木津川市加茂文化センターの指定管理者を指定するため、議会の議決を求め

る。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

 

木津川市長 谷口 雄一   

 

記 

 

１ 施設の名称及び所在地 

    名 称 木津川市加茂文化センター 

    所在地 木津川市加茂町里南古田１５６番地 

  

２ 指定管理者 埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目１２番１号 

        日本環境マネジメント株式会社 

        代表取締役 片山 安茂 

 

３ 指定期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

 

 

 



参考資料（議案第６５号） 

 

 木津川市加茂文化センターの指定管理者の指定について 

 

１ 指定管理者の概要 

 （１） 団 体 名 日本環境マネジメント株式会社 

 （２） 代表者名 代表取締役 片山 安茂 

 （３） 所 在 地 埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目１２番１号 

 （４） 設立年月日 昭和４９年１２月２５日 

 （５） 資 本 金 ３，０００万円 

 

２ 選定理由 

   指定管理者を選定するにあたり公募を実施し、令和５年１０月５日開催の木津

川市指定管理者選定委員会において、応募のあった団体（１事業者）に対し応募

提案に関する書類審査及び面接審査を行った。 

   審査の結果、施設の管理運営について理解し、また、利用者サービスの向上へ

の取組方針から管理運営能力を有し、指定管理者として妥当であると判断し、日

本環境マネジメント株式会社を選定した。 

   「お客様ファースト」を掲げ、利用者意見の収集・掲示・事業へのフィードバ

ックに努めるなど利用者満足度の向上に努めている。 

   施設の設置目的を達成するための事業においては、利用者のニーズを踏まえた

「あじさいくらぶ」の講座数増設の検討や市芸術協会とのコラボレーションをし

たロビーコンサートの開催、地域団体や民間事業者と連携した子ども対象の事業

展開などを予定されており、地域との繋がりの強化が期待できる。 

   施設のサービス向上については、ポータブル Wi-Fiの提供やキャッシュレス決

済の導入検討等、利用者の目線に立った対応に取り組む姿勢が見られる。 

   緊急時の対策や安全管理においては、施設にあったマニュアルの作成や防災訓

練、職員研修の他、緊急時の職員体制や対応フローチャートが具体的に示され、



利用者を第一に考えた安全への意識の高さが評価できる。 

   また、個人情報取扱いに関する研修を増やす等、スタッフのコンプライアンス

意識向上及びスキルの底上げに努めており、適切な施設の管理運営、窓口サービ

スの向上が期待できる。 

   施設の管理運営の基本方針においては、SDGsの観点から市の公共施設として果

たすべき社会的役割及び責任を明確にしていることも評価できる。 

   財務状況は良好で、効率的・効果的かつ安定的な施設の管理運営が期待できる。 

 

３ 指定管理者に行わせる業務 

 （１） 木津川市加茂文化センター（以下「文化センター」という。）の利用の許可

及び使用料の収受に関する業務 

 （２） 文化センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

 （３） 文化センターの設置の目的を達成するために必要な事業の企画及び実施に

関する業務 

 （４） 教育委員会の承認を受け、文化センターの開館時間若しくは休館日を変更

し、又は臨時に休館すること。 

 （５） 文化センターの運営に関する事務のうち、教育委員会のみの権限に属する

事務を除く業務 


